
 
 

＜別紙１＞ 

第三者評価結果報告書 

①第三者評価機関名 

株式会社第三者評価機構 神奈川評価調査室 

 

②施設・事業所情報 

名称：ぐっすり Ⅰ 種別：共同生活介護 

代表者氏名：平林 光 定員（利用人数）： ５名 

所在地：神奈川県川崎市多摩区生田2-5-12 サニーハイツ朝倉101.102 

TEL：044-819-5206 

 

HP：
http://www.nagomi-fukushi.or.jp/ayu-kobo/grouphome.htm 

【施設・事業所の概要】 

開設年月日 平成２５年１１月１日 
 経営法人・設置主体（法人名等）：社会福祉法人なごみ福祉会 

職員数 常勤職員： ３名 非常勤職員 ２９名 

専門職員 （専門職の名称）   

生活支援員１名（３兼務） 生活支援員（１９兼務） 

サービス管理責任者（２兼務）  

施設・設備 

の概要 

（居室数） （設備等） 

５室 浴室２、食堂、トイレ２ 

 

③理念・基本方針 

(1)理念 

共に生き、共に育つ 

 障がいの有無に関わらず地域であたりまえの生活を 

(2)基本方針 

1)わたしたちはすべての人の尊厳、生きる権利を重んじ、障がいや疾病を理由とした差別のな 

い地域社会を目指す。 

2)一人ひとりの多様な個性を認め合い、障がいの有無に関わらず共に生活ことを通して共に育 

つことを大切にする。 

3)障がい児者が地域で安心して生活できるよう支援し、環境の整備に努力する。地域諸団体の 

行事への参加、地域の企業や商店街との結びつき等地域との連携に努力し、障がいを持った 

人たちの存在の認識を地域に広げる。 

 4)一人ひとりの特性、特技を生かす活動を通して、喜び、感動を共にする。共感する喜び達成 

する喜びを通して、信頼関係を築き自分への自信（自己肯定感）を育てる。 

  5)障害福祉の制度改革や障がい者の権利拡大のために、関係団体と連携し国自治体、地域に働 

  きかけを行う。 

http://www.nagomi-fukushi.or.jp/ayu-kobo/grouphome.htm


 
 

 

④施設・事業所の特徴的な取組 

1) ひとりでは難しいことは職員が手伝い、それぞれの方に沿った自立を模索しながら、地域の中 

で暮らしていくことをサポートしている。例えば買い物を一人でできなくもない利用者でも本

人がコミュ二ケーションをもちながら「選ぶ」助言をして欲しい場合、職員は時間をつくって

いる。 

2) 日帰りや 1 泊旅行を行っている（今年度コロナ禍のため延期中、昨年度は日帰りのみ実施） 

3) アレルギーや衛生・健康面に配慮した、調理担当者による手作りの夕食を提供している。 

4) 体験入所を実施している（今年度コロナ禍のため、緊急時・入居前提の体験のみ実施） 

 

⑤第三者評価の受審状況 

評価実施期間  令和３年９月１５日（契約日） ～ 

 令和４年３月１５日（評価結果確定日） 

受審回数（前回の受審時期） １ 回（平成３０年度） 

 

⑥総評 

◇特に評価の高い点 

（１）おしゃべりが好きで朗らかな利用者が全体を明るくしています 

入職時には法人が規定する個人情報保護、障害特性、接遇などの研修をおこない、職員は一様に「指

導するのではなく、利用者の考えを確認してから支援をおこなう」ことを旨としているだけあって、

朗らかで自由闊達な利用者ばかりで、リビングは花が咲いたようです。訪問時には「ご飯どうする

の？」との仲間の質問に「（職員の）○○さんと一緒に食べる」と嬉しそうに話す姿も視認してい

ます。 

 

（２） 情報が一元化され、サポートが速やかに実現しています 

そもそもは職員数が不十分なための対策でしたが、管理者が６棟あるグループホームを統括、サー

ビス管理責任者が一つひとつを巡回することで情報の一元化が成されています。管理者はサービス

管理責任者からの昇格で利用者、家族、職員とも馴染みの関係にあり、現任のサービス管理責任者

と職員の支えもあって、利用者や家族の希望や困りごとに速やかに対応することが叶い、内容によ

っては個別支援計画に反映させています。 

 

（３）緊急受け入れとしても活用できる体験利用枠が設けられ、地域貢献を果たしています 

もともと賃貸でもあったので、浴室やトイレも 2 つあり、利用者の人数に対し、ゆとりのある仕

様となっています。また定員 5 名ですが、1 名を体験利用枠として設定しています。「グループホ

ーム入居前提」「入居自体はまだ先でもいいけれど、どんな所か体験してみたい」といったニーズ

に応えており、１部屋空いていることから緊急時の受け入れもおこなっています（ただし、昨今の

コロナウイルスの状況もあり、現在は入居前提、緊急時の受け入れのみです）。 

 

◇改善を求められる点 

ぐっすりはマンション型のホームであり、1 階部分の 101・102 号室が男性ホームとなっていま



 
 

す。築年数は古いですが、近年大規模な雨漏り改修工事も行っており、内部の傷んだところも適宜

リフォームしています。それでも追いつかず少しずつ綻びが出てきており、床の腐食等もあったた

め、今年度も追加修繕しています。中長期的に見ても細かな修繕が見込まれるため、本部との予算

計画などに着手することが求められます。 

 



 
 

 

＜別紙２ 障害者グループホーム版＞ 

第三者評価結果 

 

Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織（共通評価Ⅰ－１～４） 

努力、工夫していること 

（取組の状況を具体的に記入） 

課題と考えていること 

（課題の状況を具体的に記入） 

（Ⅰ-1 理念・基本方針） 

「共に生き共に育つ」という理念の下、利用者本

人にはできることは取組んでもらい、できないこ

とはサポートするためには、職員の相談援助のコ

ーディネーション力の養成や相談業務のスーパ

ーバイズなどの学習機会があればと構想してい

ますが、未着手です。それでも、インターネット

や書籍での学習は進めることはできるため、役職

者は折りをみて学習を進めています。 

 

現在職員数に余裕がなく、またコロナ禍も影響し

ており、外部の研修会への参加が難しいことを悩

ましく思っています。 

（Ⅰ-2 経営状況の把握） 

法人本部では社会福祉事業全体の動向について

把握・分析をおこない、潜在的な利用者数などデ

ータ収集を経て、外的経営環境を考察していま

す。それらの集約として収支の状況が管理者会議

の場で共有されていますが、一般職員には口頭報

告に留まっています。例えば調理スタッフの食材

購買の予算は配分が予め告知され、内輪で収まる

ように工夫に取組んでいます。ただし、収支決算

書は誰もが確認できます。 

 

 

（Ⅰ-3 事業計画の策定） 

昨年度の課題の内、完遂していないものや、今年

度の取組について、年度はじめに整理していま

す。主には管理者ですが、適宜サービス管理責任

者の意見も加え、事業計画を策定しています。職

員にはその内容は「事業計画」として示してはお

らず、一つひとつの案件として全体会議で周知し

ています。 

次の３点を課題と考えています。①職員の中には

「事業計画」としての認識が薄い人もいる。②家

族や利用者に説明ができていないこと。③年度途

中で変更があった場合、職員に周知できていな

い。 

（Ⅰ-4 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組） 

会議は、事業部単位での「①管理者会議」、事業

所内の「②常勤会議」「③全体会議」と主なもの

が３つあり、全てに出席しているのが６つのグル

ープホームを統括する管理者です。①は法人事業

部内他事業所の状況把握・事業の進行具合の共有

 

会議録はＰＤＦでアップして誰でも確認できる

ようにしていますが、６つのグループホームの中

で４箇所の確認率が低く、当事業所はその内の１

つです。 



 
 

を目的に集会しています。②は６つのグループホ

ームの課題や検討事項を協議する場です。③は②

の結果報告とともに職員から意見を聞き、必要に

応じて利用者への支援について話し合っていま

す。福祉サービスの質の向上に向けた計画を事業

計画に盛り込むとともに、３つの会議がマネジメ

ントサイクルの役割を果たしていると管理者は

捉え、議事録もそこを意識して作成しています。 

 

Ⅱ 組織の運営管理（共通評価Ⅱ－１～４） 

努力、工夫していること 

（取組の状況を具体的に記入） 

課題と考えていること 

（課題の状況を具体的に記入） 

（Ⅱ-1 管理者の責任とリーダーシップ） 

管理者の中で事業所の方針は明確で、「寄り添い

過ぎず、離れず過ぎず」は理念を現すものとして

よく言葉にしており、現在のサービス管理責任者

との協力体制も堅固です。前任のサービス管理責

任者だったこともあり、利用者と職員がリーダー

として認識して頼りとするのは第三者に見てと

れます。また利用者と職員のやりとり場面に入

り、助言や手伝いに入ることもあり、リーダーシ

ップよりフォロワーシップを発揮している様子

も受けとめられます。 

 

サービス管理責任者であったときの業務スタイ

ルがまだ残っていて、管理者としての立ち位置で

ないことがあることは、早期に人員を確保して解

決したいと管理者は考えています。 

（Ⅱ-2 福祉人材の確保・育成） 

新入職員には、教本としてマニュアルがありま

す。ＯＪＴをシステムとして整備してはいません

が、先輩職員と新入職員とのシフトを組むなどし

て学ぶ機会をつくっています。また同法人の日中

支援事業所が実習生の受け入れを定期でおこな

っていて、当事業所にも学生の見学が１日設定さ

れています。「現場を体験してもらうとともに、

他の施設も見るよう勧めており、どういう道に進

むのであれ、どういった方々がどのように生活し

ているのかを知ってもらいたい」という意識のも

と指導にあたっており、取組は職員の刺激にもな

っています。法人･後援会企画の内部研修は年１

回以上あり、人員が充足していれば外部研修への

参加を勧奨しています。 

 

（Ⅱ-3 運営の透明性の確保） 

運営母体が社会福祉法人なことから（義務づけが

ある）、法人全体の決算情報、苦情･相談の体制は

 

 



 
 

ホームページ上で公開されています。さらに、利

用者とその家族には入所契約を交わす折りに、理

念とともに方針や役割を明示・説明しています。

また法人内で組織の再編成があったことから、今

年度より地域に向けた情報誌「夢花＆せせらぎだ

より」が四半期発行され、活動状況を広く知らし

めています。その他にも内部監査を通じて指摘事

項に基づいた運営改善をおこなう仕組みもあり

ます。 

（Ⅱ-4 地域との交流、地域貢献） 

自治会に加入していて、回覧板で地域情報を得る

ことができており、ごみ捨て場の清掃当番が輪番

で廻ってきています。また近隣には時節のご挨拶

に伺うようにしています。 

 

自治会の地域清掃や防災訓練に参加したいとの

希望がありますが、まだ実績がありません。自治

会の活動に参加して、つながりを強くしていきた

いと管理者は考えています。 

 

Ⅲ 適切な福祉サービスの実施 

Ⅲ-１ 利用者本位の福祉サービス（共通評価Ⅲ－１－（１）～（５）） 

努力、工夫していること 

（取組の状況を具体的に記入） 

課題と考えていること 

（課題の状況を具体的に記入） 

（Ⅲ-1-(1)利用者を尊重する姿勢の明示） 

尊重に係る内容をリビングに掲示しており、利用

者の居室はお宅との認識をもって、入室にはノッ

クや声がけを励行、呼称は「～さん」です。職員

のトーンに比べ、利用者の声のボリュームは大き

いことから、利用者ファーストなことは見てとれ

る一方で、「○○さんとご飯を食べる」と話す利用

者の様子からは親しさが満ちています。 

 

尊重に係る内容をリビングに掲示しています

が、文字のポイントが小さく、読みづらい状況

にあります。 

（Ⅲ-1-(2)福祉サービスの提供に関する説明と同意(自己決定）） 

サービスの開始にあたっては権利擁護なども含み

契約内容をかみ砕いて説明するとともに、利用者

の自己決定を尊重するべく、リードしないよう配

慮しています。利用者の意向は随時入り、急ぎ対

応が必要なことも間々ありますが、基軸として定

期的面談とモニタリングで確認しつつ、個別支援

計画書に反映させる仕組みの中で、本人の同意を

得ています。 

 

 

（Ⅲ-1-(3)利用者満足の向上） 

利用者の発言からは就業生活の満足が覗え、現在

の形を成すまでには事業所の支援があったものと

受け止められ、雑談を含む日常の会話が不足なく

あることも確認できます。また基本的な生活ルー

 

 



 
 

ルが敷かれていますが、就業や習い事での時間変

更にも柔軟に対応しています。 

（Ⅲ-1-(4)利用者が意見等を述べやすい体制の確保） 

苦情受付担当者及び解決担当者を設けるととも

に、特定非営利活動法人川崎市障害福祉施設事業

協会を第三者委員として苦情解決の体制を整えて

います。相談については、サービス管理責任者（ま

たは管理者）が施設巡回を積み重ね、言いやすい

状況をつくっています。また調査訪問の聞き取り

では利用者が好きな職員の名前を挙げていて、相

談する人を選べる環境にあることも確認していま

す。 

 

（Ⅲ-1-(5)安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組） 

「何かあれば些細なことでもサービス管理責任者

又は管理者に連絡、相談するように」と伝えてお

り、携帯電話やｅメールで速やかな報連相が叶っ

ています。職員の不安は利用者に伝搬してしまう

ため、「ＣＳ（顧客満足度）はＥＳ（従業員満足度）

から」への意識は高く、てんかんや過呼吸などの

緊急時対応についてのマニュアルを整備するほ

か、虐待防止のリーフレットも職員に配付してい

ます。また防災訓練は定期で実施、緊急連絡網も

備えています。 

 

 

Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保（共通評価Ⅲ－２－（１）～（３）） 

努力、工夫していること 

（取組の状況を具体的に記入） 

課題と考えていること 

（課題の状況を具体的に記入） 

（Ⅲ-2-(1)提供する福祉サービスの標準的な実施方法の確立） 

標準的な実施方法については、例えば「意思伝達

における障害特性に応じたコミュニケーション」

といったものを揃えることが望ましいものの、障

害の個別性が高く、また症状も多様なことから、

事業所では一人ひとりの対応マニュアルを作成

しています。また標準的な実施方法は個別支援計

画と連動していることから、必然として評価・見

直しの仕組みも付帯されています。 

 

 

（Ⅲ-2-(2)適切なアセスメントによる福祉サービス実施計画の策定） 

モニタリング、アセスメントをおこない、定まっ

た手順通りに個別支援計画を策定しています。作

成するのは管理者とサービス管理責任者ですが、

支援員や調理職員からのも聞き取り、また業務日

 

 



 
 

誌などの記録も参考としています。ただし、「変

更点」による「現状把握」は「（個人）対応マニ

ュアル」に概ね反映されているため、更新情報は

常に最新のものが手元にある状態にあります。 

（Ⅲ-2-(3)福祉サービス実施の適切な記録） 

業務日誌はパソコン上にあり、職員が日々記録し

ています。食事の摂取量など生活の基本的な情報

は項目があるため漏れはありません。その日に事

業所で起きたことへの記述は簡素な場合も見ら

れ、人によって多少書き方に差があることは課題

です。電子上にデータ記録があることから、欲し

いデータを抽出して集計するといったことが可

能で、状況把握がしやすい利点があります。 

 

 

Ａ-１ 利用者の尊重と権利擁護（内容評価 A－１－（１）、（２）） 

努力、工夫していること 

（取組の状況を具体的に記入） 

課題と考えていること 

（課題の状況を具体的に記入） 

（Ａ-1-(1)自己決定の尊重） 

「こうした方がいい」ではなく「どうしたいか」

を確認して支援をおこなっています。また「き

く」ことが大切と考え、取組が難しいことは「わ

からないから伝えない」ではなく、できるだけ

利用者と一緒に考えるよう努めています。また

入職間もない職員には、「利用者の話は最期まで

きく（途中で言葉をはさまない）」「利用者の意

見を頭から否定しない」点に注意するよう指導

しています。「指示的な言葉はマイナスに受け止

めることがあります。傾聴の伴う支援を～」と、

「（個人の）対応マニュアル」において留意点が

記載されている例もあります。 

 

 

（Ａ-1-(2)権利侵害の防止等） 

法人本部には虐待防止委員会が設置され、虐待

防止の仕組みが組織の中に位置づけれていま

す。入職時の研修でも必ず時間をとるとともに、

職員全員に本件に係るリーフレットを配付して

理解への浸透を図っており、昨年度はアンガー

マネジメント研修にも取組んでいます。利用者

から苦情や相談があった場合は「受付票」に要

旨を記入のうえ、サービス管理責任者または管

理者に報告することで、解決に向けた組織とし

ての適切な対応につなげています。 

 

非常勤職員に関しては、研修を任意性にしているた

め、出席率について課題だと考えています。 

 



 
 

Ａ-２ 生活支援（内容評価 A－２－（１）～（８）） 

努力、工夫していること 

（取組の状況を具体的に記入） 

課題と考えていること 

（課題の状況を具体的に記入） 

（Ａ-2-(1)支援の基本） 

個別支援計画書には「総合的な支援方針」を明示

しています。長期目標へ向かうための短期目標に

は具体的な支援内容が記載され、具体的な取組が

一人ひとり明確です。基本的には理念に基づき、

相手の立場になり「利用者本人の不利益にならな

いよう、また穏やかな生活をしてもらえるように」

と、声をかけ合って職員同士で協力し合う文化を

醸成しています。さらに、利用者個々の思いが実

現できるよう、サービス管理責任者と管理者は、

隙間の時間を利用して役所や買い物の同行にも余

念がありません。 

 

会議や研修が新型コロナウィルスの影響から開

催中止や、縮小の状況にあるため「支援の共有」

という点について不十分なことは課題としてい

ます。 

 

（Ａ-2-(2)日常的な生活支援） 

食事は調理職員が買い物、調理、洗い物と一連の

流れを一手に引き受け、家庭的な献立を手作りで

提供しています。例えば出発時間や迎えの時間の

定めや、「療育がある日の流れ」というようにパタ

ーンがあり、それらが一人ひとりの「（個人）対応

マニュアル」において整っています。マニュアル

に基づいたサービスを提供することで利用者は慣

れ親しんだ生活を続けることができています。ま

た「できるだけ自由に」との一方で、集団生活の

最低限のルールや本人の安全に関わることは改善

が必要のため、本人に伝え、反応をみて看過期間

をおくなどして受け入れることができるまで時間

をかけています。 

 

 

（Ａ-2-(3)生活環境） 

ぐっすりホームはマンション型のホームであり、

１階部分の１０１・１０２号室が男性ホームとな

っております。築年数は古いですが、近年大規模

な雨漏り改修工事をおこない、内部の傷んだとこ

ろも適宜リフォームしています。入居にあたって

は、利用者と家族と相談しながら居室の配置に至

っていますが、場合によっては生活音をはじめお

互いに気になる点もでてくるため、随時職員が介

入して聞き取りをおこなっています。 

 

 



 
 

（Ａ-2-(4)機能訓練・生活訓練） 

法人の方針として、グループホームを訓練の場と

して捉えていません。利用者ができること、でき

そうなこと、苦手なこと、能力はあるけれど取組

みにくいことを見極めていくのは難しいものの

「その人なりの自立」があると考え、支援を模索

しています。 

 

 

（Ａ-2-(5)健康管理・医療的な支援） 

新型コロナウィルス感染防止として個々において

毎朝の検温、手洗いを励行するとともに、共用部

分での消毒清掃を徹底しています。特にキッチン

の磨き上げには目を見張るものがあります。また

「お薬カレンダー」や「お薬ケース」で誤薬がな

いよう与薬管理をおこなうほか、ご本人や家族か

ら依頼のあった定期の通院支援もオペレーション

を調整して対応しています。「できることはできる

だけ自分で」の方針の下、薬の仕分けなど本人が

できることは任せ、見守っています。 

 

年々通院する利用者が増えてきており、当事業

所だけでは支えきれない状況になりつつあり、

事業部内の事業所との連携など検討を進めるこ

とが必要だと考えています。 

（Ａ-2-(6)社会参加、学習支援） 

事業所としては「自治会活動に参加できたら…」

との思いがありますが、利用者本人の意思や、事

業所がどのようにサポートできるかも五里霧中で

す。事業所としては高い山のように捉えている節

もあるものの、「日中活動の事業所の音楽活動に急

遽出かけていて、それが事後連絡だった」とのや

りとりを訪問時には垣間見ており、外部者として

は「社会参加、学習支援が日常的にある」と受け

止めた次第です。 

 

 

（Ａ-2-(7)地域生活への移行と地域生活の支援） 

地域の中で生活するという点では、個人のできる

ことに取組、できないことは家族やヘルパー利用、

事業所職員の支援を得て成立しています。職場も

あり、買い物圏もその人なりに確立させ、それぞ

れで楽しんでいるように映ります。地域移行に関

しては、もともと緊急時対応的な受け入れだった

利用者が「（状況が好転したので）一人暮らしに戻

りたい」ということで、今年度１名が退去してい

ます。 

 

 



 
 

（Ａ-2-(8)家族等との連携・交流と家族支援） 

毎年家族会を開催してきましたが、昨年度はコロ

ナ禍の影響により断念しています。今年度におい

ても緊急事態宣言は収まったもののいつ感染拡大

するとも限らず、心配はつきません。書面はあり

ませんが、家族とは電話連絡を取り合い、利用者

の近況を共有しています。また家族の縁が薄い人

や、家族となかなか会えない状況にある人は、精

神的に管理者をはじめ職員を頼りとしていること

は言動から受け止められます。 

 

 

 

その他特記事項：第三者評価機関として今後、特に課題として取り組みを期待したい事項 

（※特記する事項がない場合は無記入） 

評価対象 

・分類 

・項目 
第三者評価機関からのコメント 

Ⅱ-2 福

祉 人 材

の 確

保・育成 

 

取り組みを期待

したい事項 

職務内容については職務分掌がありますが、法人としてのものですので広

義な点もあり、事業所として業務範囲を明瞭に書面化していくことで職員

の安心となったり、業務効率化が図られることが期待されます。 

理由 

「職務内容の範囲が曖昧に感じる」という職員がいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

第三者評価機関コメント 利用者調査の結果 

項目 コメント 

利用者調査で確認できた

こと 

（※次の調査方法のうち

該当するものに○印を記

入） 

①ヒアリング調査（本人） 

②ヒアリング調査（家族） 

③観察調査 

＜ヒアリング対象者＞ 

利用者本人 ２名（男性 ２名） 

 

① ・まあまあそうですね 

・わからない 

② ・ノックしてくれる 

・ノックしてくれ、声がけもある 

③ ・自分でラップして温めている。休みの日（の昼）は、カップラーメ 

ンをつくる 

・朝夕つくってもらっている。多い。おいておく（下膳はしない）。洗 

濯は自分。掃除は世話人 

④ ・（支援計画は）説明を受けてサインした。部屋にあると思う 

・憶えていない 

⑤ ・第二火曜日のお昼に銀行に行って自分でやりくりしている 

・おふくろが貯めておいてくれたのからこづかいを５千円、職員に言 

うと出してもらえる。領収証にサインしている 

⑥ ・相談はまだ、、みんな忙しいから、ハイ 

・ジロジロ俺を見る奴がいる。困ったことは世話人さんに言う 

⑦ ・会社で頭を打ってお母さんと病院へ行った、その後の通院は一人で 

行った。メンタルクリニックは一人で行って、お昼はコンビニでサ 

ンドイッチを買う。日曜日は家に帰る、ビデオ見ている。此処は自 

分に合っている、自由がきくから 

・ここでは病気になっていない。すぐ忘れちゃう 

⑧ ・職員は大切にしてくれます。母親が７０いくつなので、いつまでも 

 甘えていられない 

・買い物が楽しい。電気屋、リサイクルショップへ行く 

⑨ ・大宮にある鉄道博物館にお母さんと行ってきた。前は映画を観た。 

最近はタブレットで観てる。誰もいないとき、リビングで何か食べ 

たりしている 

・笑いものにされている、わかんないけど。バスとか電車で聞こえて 

くる。そういうときは無視している 

⑩ ・あっている。８時には寝ている。好き嫌いないです 

・大切にしてくれる 

 

 

 



 
 

様式４  障害者グループホーム第三者評価 評価後のコメント表 

 

※ 「評価結果報告書」必須添付資料 

 

 

障害者グループホーム 評価後のコメント表 

 

評価後（評価結果を受け取った後）のグループホーム「コメント」(自由記述) 

 

 評価を受けた障害者グループホームのコメント 

第三者評価結果を受けて 

 

この度はお忙しい中ありがとうございました 

日々の忙しさに流され、改って振り返る機会というのが少ないですし、やはりコロナ禍で支援

を進めていかなくてはならないところで、とくに顕著な年だったとおもいます 

 結果を見てもやりたいことやきっとやらなくてはならないことは山積しているのですが、人的

にも、体制的にも、もろもろ整理していかなくてはならないと痛感しております。 

 地域とのつながりもそうですが、土地柄風水害を中心とした防災にも力を入れていかねばなり

ません。コロナ禍の支援も続きます。また権利擁護という点では、利用者さんと対峙する上でも

考え方や支援の方法など、根っこの部分は大切にしなければなりませんが、常に新しい情報を取

り入れ、我々も更新しいていかねばならないと思います。そのためには研修や普段の会議などが

重要になります。やりたいことややらなくてはならないことは多岐にわたりますが、闇雲に行っ

てもあれなので、優先順位をたて、計画的に行える体制と、またそれをどう伝達していくかを検

討していかなくてはならないと考えています。 

 わたしたちはグループホームを運営していますが、グループホームだけが最善の道ではないと

も思っています。それぞれのライフスタイルにあった形の支援を提供し、地域の中で次に繋げら

れるようなことを共に考え歩んでいければと思います。 

 

 


